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１．はじめに 
 

1.1 ユネスコエコパークとは 

 「人間と生物圏(ＭＡＢ)計画※1)」(※ＭＡＢ：Man And the Biosphere。以下、

ＭＡＢ計画という。)は、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の科学プログラム

であり、1971年に開始されました。 

 その実践的なサイトとして、1976年から「生物圏保存地域」(英語名：Biosphere 

Reserve、和名通称：ユネスコエコパーク※2。以下、ユネスコエコパーク(BR)とい

う。)の登録が進められ、2018 年 7 月現在、122 カ国 686 サイトで構成される世界

規模のネットワークとなっています。 

 ユネスコエコパーク(BR)は、人間と生物圏(自然)の共生が大きな理念であり、「生

物多様性※3の保全」、「学術的研究支援」、「経済と社会の発展」の 3つの機能を

維持向上させることで、持続可能な社会づくりを目指すものです。 

 

ユネスコエコパークの 3 つの機能 

生物多様性の保全の機能 

人間の干渉を含む生物地理学的区域を代表する生態系を含み、生物多様性の保

全上、重要な地域であること。 

 

学術的研究支援の機能 

持続可能な発展のための調査や研究、教育・研修の場を提供していること。 

 

経済と社会の発展の機能 

自然環境の保全と調和した持続可能な発展の国内外のモデルとなりうる取り

組みが行われていること。 

 

 

 

 

 
 
                                              
※1 人間と生物圏(MAB)計画：1971 年にユネスコが開始した、生物多様性の保護を目的に自然及び

天然資源の持続可能な利用と保護に関する科学的研究を行う国際的な取り組みのこと。 

※2 ユネスコエコパーク：生物圏保存地域により親しみをもってもらうために、2010年に日本ユネ

スコ国内委員会で決定された日本国内での愛称のこと。 

※3 生物多様性：生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。遺伝子の多様性、種の多様性、生

態系の多様性という 3 つのレベルでの多様性を意味する。  
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1.2 ユネスコエコパークの仕組み 

 ユネスコエコパーク(BR)は、核心地域(Core area)、緩衝地域(Buffer zone)、移

行地域(Transition area)の 3 つの土地管理区分(ゾーニング)で構成され、それぞ

れの管理主体の責任の下、管理運営されています。 

 陸上・沿岸・海洋生態系を対象に、生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利

用を調和させることを目的としています。そのため、ユネスコエコパーク(BR)では

管理運営計画を策定し、目的達成のための進捗管理をユネスコに定期的に報告する

義務があります。 
 

核心地域 

厳格に保護 長期的に保全 

 
緩衝地域 

核心地域保護のための緩衝的地域 

教育 研修 エコツーリズム 
 

移行地域 

人が生活し、自然と調和した 

持続可能な発展を実現する地域 
 

 

1.3 国内におけるユネスコエコパーク 

 国内におけるユネスコエコパーク(BR)は、2017 年 6 月現在、志賀高原(長野県・

群馬県)、白山(石川県・福井県・富山県・岐阜県)、大台ヶ原・大峯山・大杉谷(奈

良県・三重県)、屋久島・口永良部島(鹿児島県)、綾(宮崎県)、只見(福島県)、南

アルプス(山梨県・長野県・静岡県)、祖母・傾・大崩(大分県・宮崎県)、みなかみ

(群馬県・新潟県)の 9地域です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本のユネスコエコパーク(数字は登録年(拡張登録年))  

ユネスコエコパークの 3 つのゾーニングと特徴 
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2．白山ユネスコエコパークの概要 
 

2.1 登録 

(1)名称 

 白山生物圏保存地域(和名正式名称) 

 

  なお、英語名は Mount Hakusan Biosphere Reserve、和名通称は白山ユネスコ

エコパークであり、本計画では「白山ユネスコエコパーク」と記載します。 

 

(2)登録の経緯 

 白山ユネスコエコパークは当初、政府主導によって登録準備が進められ、1980

年に「核心地域」と「緩衝地域」のみで登録されました。その後、持続可能な発展

の重要性が認識されるようになり、1995 年の第 2 回世界生物圏保存地域会議(スペ

イン、セビリア)でまとめられた「セビリア戦略」において、「移行地域」を含め

た 3つのゾーニングを全て設定することが要件となりました。 

 白山ユネスコエコパークでは、「移行地域」を設定するために 2013 年 2 月から

富山県南砺市、石川県白山市、福井県大野市・勝山市、岐阜県高山市・郡上市・白

川村の 4県 7市村が連携して協議を図り、2016年 3月に「移行地域」の追加を含む

拡張登録がユネスコに認められました。 

 

(3)登録の目的 

 白山ユネスコエコパークは、白山という 1つの山を共通のシンボルとして、複数

の地域が互いに手を取り合うことで生物多様性や自然資源の保全を図り、自然環境

に適応した暮らしや文化に新たな価値を付加し、住民主体による持続可能な地域づ

くりを行うことを目的に登録されました。 

 

 
 

白山ユネスコエコパーク拡張登録記念シンポジウム(2016 年 5 月)  

©UNU-IAS OUIK 
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白山ユネスコエコパーク登録証(1980)  
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白山ユネスコエコパーク拡張登録証(2016) 
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2.2 概況 

(1)位置 

 白山ユネスコエコパークは、日本列島のほぼ中央に位置し、中部地方に属してい

ます。(緯度：N35°51′15″～N36°29′56″、経度：E136°29′27″～E137°04′

20″)エリアは、富山県・石川県・福井県・岐阜県の 4県にまたがっています。 

 

 

 

白山ユネスコエコパークの位置  

©UNU-IAS OUIK 
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(2)自然環境 

【山 脈】 

 白山一帯の山地は、一般に両白山地と呼ばれています。「両白山」とは二つの「白

山」、すなわち白山ユネスコエコパークの中心となる標高 2,702m の白山と、白山

より南西約 50km に位置する標高 1,617m の能郷白山(白山ユネスコエコパークエリ

ア外)を示しており、この 2つの山を含む山地が両白山地です。 

 両白山地の最高峰である白山は、飛騨山脈(白山から北東方向約 80kmに位置する

山脈で、北アルプスとも呼ばれている)等から離れた孤立峰とされる一方で、日本

列島の日本海側と太平洋側を隔てる脊梁山脈の一角を成しています。 
 

【河 川】 

 白山の山塊を源に、庄川、手取川、九頭竜川、長良川の 4水系が流れ出ています。

(以下のエリア名については、(4)構成エリア(P.21)を参照) 

庄  川：高鷲エリア、荘川エリア、白川郷エリア、五箇山エリアを経由して

北へ流下し、日本海に注ぐ。 

手 取 川：白峰エリアからの本流に、尾口・中宮エリアからの支流を合わせて

北へ流下し、日本海に注ぐ。 

九頭竜川：白鳥エリアの石徹白集落周辺から和泉エリア、大野エリア、勝山エ

リアを北西に流下し、日本海に注ぐ。 

長 良 川：高鷲エリア、白鳥エリア(石徹白集落周辺を除く)から南へ流下し、

太平洋に注ぐ。 
 

【地 形】 

 白山の地形の大部分は、白山火山の山体が河川等により浸食された山地です。白

山の山体は豪雪や豊富な雪解け水によって浸食が進み、険しいＶ字谷が刻まれた壮

年期の地形となっており、雪崩による浸食地形も発達しています。 

 白山の山麓には、庄川、手取川、九頭竜川、長良川の 4水系による浸食地形又は

地すべり地形が多く、大部分は急峻な山地となっています。その中に点在する緩傾

斜地や小盆地、河川沿いの河岸段丘、谷底の堆積地等が居住地や農地となっていま

す。 
 

【地 質】 

 白山ユネスコエコパーク及びその周辺には、鮮新世～完新世の火山噴出物が高標

高地を中心に分布しています。白山火山は活火山に分類されており、将来噴火する

可能性がある火山でもあります。 

 鮮新世～完新世の火山噴出物の下位に分布する岩石は、古いものより飛騨変成岩

類、手取層群、濃飛流紋岩類、花崗岩類、新第三紀中新世火山岩類等であり、この

うち、手取層群は、中生代ジュラ紀後期から白亜紀前期(約 1億 7千万年前～1億 1

千万年前)の堆積岩の地層で、主に海で堆積した九頭竜亜層群と陸で堆積した石徹

白・赤岩亜層群に分けられます。  
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【気 候】 

 白山ユネスコエコパークの気候は、ケッペンの気候区分で温暖湿潤気候(Cfa)に

分類され、平野部と比較すると標高が高いため冷涼な気候です。8 月の平均気温は

概ね 20℃台前半、1 月の平均気温は概ね 0℃前後であり、年間総雨量は全てのエリ

アで 2,000mmを超え、多いエリアでは 3,000mmを超えます。 

 冬の間、ユーラシア大陸から日本列島に向かって吹く西寄りの季節風が山麓に大

量の雪を降らせており、世界で最も低緯度に位置する豪雪地帯の一つとなっていま

す。また、白山の山頂部は豪雪だけでなく、強風と低温により生物にとって厳しい

生息環境となっています。 

 

【植 生】 

 白山ユネスコエコパークの植生は、主に森林によって占められており、風速、積

雪深、雪崩等の環境要因と地形条件に依存して、森林、草地、湿地等がモザイク状

に分布しています。 

 白山ユネスコエコパークにおける自然植生の垂直分布は、標高により概ね以下の

ように分けることができます。(白山ユネスコエコパークの植生図(P.9-10)を参照) 

高山帯(高山帯自然植生域) 

亜高山帯(コケモモ-トウヒクラス域＝常緑針葉樹林帯) 

山地帯(ブナクラス域＝落葉広葉樹林帯) 

 高山帯は、日本列島の高山において断続的に分布がみられ、白山より西に高山帯

をもつ山が存在しないため、白山を日本国内の分布の西限又は南限とする植物が多

く、白山ユネスコエコパークの核心地域及び緩衝地域に生育する維管束植物のうち、

117 種が白山を分布の西限又は南限としています。多くの高山植物の分布限界とな

っていることから、白山の高山帯植生は植物地理学上、重要な位置づけにあります。 

 山地帯の落葉広葉樹林は、日本を代表する植生の 1つであり、白山ユネスコエコ

パークでは、ブナが優占する自然林とミズナラが優占する二次林が大部分を占めて

おり、雪崩地や渓畔林等、環境の差異によって多様な植物群落がみられます。 
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白山ユネスコエコパークの植生図  

©UNU-IAS OUIK 
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(3)社会環境 

【人 口】 

 白山ユネスコエコパークエリア内の人口※は、16,085 人(2018 年 4 月 1 日現在)

であり、その大半が移行地域に居住しています。人口は 2009年からの 10 年間で約

15％減少しており、過疎化が進んでいるほか、高齢化も課題となっています。 

 白山ユネスコエコパークの地域住民は、白山を取り囲むように山麓に居住してお

り、集落は川沿いの平坦部を中心に立地しています。 

※資料：各市村住民基本台帳 

 

 
白山ユネスコエコパークエリア内の人口の推移 
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【農林水産業】 

 特産物の生産やブランド化、生産から加工、流通までの多角化等を行い、農業の

振興を図っています。しかし、農業従事者の高齢化や採算性の悪化により、全般的

に農業の停滞が目立ちます。 

 荘川エリア、高鷲エリア、大野エリアの高原では、高原野菜の露地栽培や牧畜が

行われているほか、緩斜面ではソバの栽培や水稲栽培が行われ、これらの農作物を

都市部に出荷しています。白峰エリアでは伝統的な絹織物が現在でも伝承されてお

り、国内だけでなく国外でも販売されています。大野エリアと和泉エリアでは、薬

草として使用されるオウレンが生産されています。狩猟はあまり行われなくなりま

したが、山菜やキノコ類、堅果類、川魚等は今も利用されており、観光客にも販売

されています。 

 

【観 光】 

 山岳や雪、広大な森林等を活用したアウトドアスポーツや自然体験活動が白山ユ

ネスコエコパークの全域で営まれています。 

 また、世界文化遺産にも登録されている五箇山エリアや白川郷エリアの合掌造り

家屋や各エリアに伝わる伝統芸能は、地域の文化を伝えるとともに、観光資源とも

なっています。 

 

【白山信仰】 

 白山は、夏でも残雪の多い様子から「白い山」という名がついたと考えられてお

り、古くから霊峰として信仰の対象とされています。この信仰を白山信仰と呼んで

おり、全国には 2,700 社を超える白山神社があるとされています。 

 白山信仰の始まりは、717 年に仏教の僧泰澄が白山に登頂した時とされており、

以後、山岳信仰と仏教が習合した修験道の聖地として、全国から修行僧が訪れるよ

うになりました。修行には、加賀禅定道(現在の石川県からの道)、越前禅定道(現

在の福井県からの道)、美濃禅定道(現在の岐阜県からの道)の 3 本の禅定道が使わ

れ、それぞれの山麓には宗教拠点である「馬場」が築かれました。 

 また、勝山エリアの国指定史跡である白山平泉寺旧境内(旧白山平泉寺城址)では、

国内を代表する中世の宗教都市の顕著な遺構が発掘され、白山信仰の歴史を今に伝

えています。 
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【有形文化遺産】 

 世界文化遺産として登録された五箇山エリア、白川郷エリアの「白川郷・五箇山

の合掌造り集落」や、重要伝統的建造物群保存地区に選定された白峰エリアの白峰

集落等、いくつかの集落に古い建造物や町並みが残されています。 

 これらの歴史的な町並みは、豪雪と農作業に適応した伝統的な生活様式と結びつ

いており、観光資源としても活用されています。 

 

【無形文化遺産】 

 かつて山麓の集落で営まれていた生業のうち、「白山麓の焼畑習俗」は国により

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択されています。 

 伝統工芸としては、白峰集落の絹織物である牛首紬が石川県により無形文化財に

指定されており、五箇山エリアの五箇山和紙や和泉エリアの穴馬紙等の製紙技術は、

文化財に指定されていないものの、現在まで伝統的技術が伝承されています。 

 また、白山ユネスコエコパークの各エリアでは、暮らしの中で育まれた民謡や伝

統的な祭事と、祭事で奉納される神楽や獅子舞、踊り等の伝統芸能が残されており、

多くの観光客が鑑賞や体験に訪れています。 
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(4)特徴 

 白山ユネスコエコパークがもつ特徴は、8つの点にまとめられます。 

 

1．高山であること 

 標高 2,702mの白山は、高山帯を有する日本の山

岳の中で最も西に位置しています。その山塊は、

日本列島の日本海側と太平洋側を隔てる脊梁山脈

の一角を成す一方で、孤立峰ともなっています。 

 

 

 

 

2．世界有数の豪雪地帯であること 

 白山は、冬季に日本海の水分を大量に含んだ北

西の季節風を受け止め、山頂から山麓にかけて大

量の雪を降らせます。日本だけでなく世界でも最

も低緯度に位置する豪雪地の 1つであり、その雪

の殆どは春から夏にかけて溶け出していきます。 

 

 

 

3．高山植物の宝庫であること 

 白山は、日本の高山帯の西端に当たるため、白

山を日本国内の分布の西限又は南限とする高山植

物が多くみられます。また、山頂部では積雪の多

寡や地形の形成に応じた多様な高山植物群落をみ

ることができ、ハクサンイチゲ、ハクサンコザク

ラ、ハクサンチドリ、ハクサンフウロ等、標準和

名に「ハクサン」を冠する高山植物も多くありま

す。 

 

 

4．多様な動植物を育む広大なブナ林があること 

 白山の山麓には広大なブナ林が広がり、ツキノ

ワグマ、ニホンカモシカ等の大型ほ乳類や、イヌ

ワシ等の大型猛禽類が高い密度で生息しています。 
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5．山村に適応した生活や文化を育んできたこと 

 白山の山麓では、豪雪によって生活や交通に大

きな制約を受ける一方、製炭・狩猟・焼畑・養蚕

等かつての生業(経済活動)をはじめ、世界文化遺

産「白川郷・五箇山の合掌造り集落」や白山市白

峰重要伝統的建造物群保存地区等にみられるよう

に、山の恵みを活かし、それに適応した持続可能

な生活が営まれてきました。 

 

 

 

6．4 つの水系の源であること 

 白山に降り積もった雪は春から夏にかけ溶け出

し、庄川、手取川、九頭竜川、長良川の 4水系に

豊富な水を供給しています。白山は、農業用水や

発電用水、飲料水等を通じて多くの流域住民の生

活を支える、水の源となっています。 

 

 

 

7．人々の信仰を集めてきた山であること 

 白山は古くより多くの人々の信仰を集め、加

賀・美濃・越前から開かれた登拝の道(禅定道)は

多くの登拝者を迎え入れてきました。また、全国

には 2,700社以上とされる白山神社が建てられて

います。 

 

 

 

 

8．白山の恵みを活かし、大切に守ってきた人々

がいること 

 地域住民は白山の恵みを活かして生計を立て、

その恵みに感謝する暮らしを営んできました。白

山への感謝と畏敬の念は結果として、白山の自然

を守ることにつながってきたものと考えられます。 
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(5)研究及びモニタリング 

 白山ユネスコエコパークでは、自然環境や生活環境、社会状況等の様々な分野の

研究及びモニタリングが実施されています。 

 

【自然環境に関するモニタリング】 

・自然環境保全基礎調査 

(陸域、陸水域、海域の各々の領域についての日本全体の状況の調査(環境省)) 

・モニタリングサイト 1000(重要生態系監視地域モニタリング推進事業) 

(日本の自然環境の質的・量的な劣化を早期に把握するための調査(環境省)) 

・森林生態系多様性基礎調査 

(持続可能な森林経営を進めるための、森林の状態とその変化の動向を把握・

評価するための調査(林野庁)) 

・保護林モニタリング調査 

(保護林の状況を的確に把握し、設定目的に照らして評価するため実施する継

続的な調査(林野庁)) 

・緑の回廊モニタリング調査 

(国有林野内に設定された複数の保護林を連結するネットワークを形成する緑

の回廊において、野生生物の移動実態や森林施業との因果関係等を把握するた

めに行う継続的な調査(林野庁)) 

・白山カモシカ保護地域の特別調査と通常調査 

(白山カモシカ保護地域におけるニホンカモシカの生息状況や農業・林業の被

害状況の調査(4県)) 

・レッドデータブック作成及び改訂のための調査 

(レッドデータブックの作成のための動植物調査(4県)) 

 

【社会統計】 

・登山者数調査 

(白山山頂に向かう各登山道の利用者数の調査(環境省)) 

・気象観測 

(降水量、風向風速、気温、日照時間、積雪量の観測(気象庁)) 

・人口動態 

(出生、死亡、転入及び転出の届出からの人口動態調査(7市村)) 

・経済統計 

(観光業、農業、林業、漁業等の統計調査(4県 7市村)) 
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【石川県白山自然保護センターにおける調査】 

・石川県白山自然保護センターは、白山地域の自然環境の保護と適正な利用を図

るため 1973年に開設されました。 

・生態学、地球科学、人文科学の各分野で調査を実施しており、白山ユネスコエ

コパークの研究、モニタリングにとって最も重要な研究組織の 1つであり、多

様な研究活動に取り組んでいます。 

 

【その他特定課題に関する調査】 

・猛禽類の生息状況調査 

(林道開設工事区間において、希少猛禽類の飛翔等が確認されたことによるモ

ニタリング(五箇山エリア)) 

・イノシシ及びニホンジカの生息状況調査 

(イノシシ及びニホンジカの分布、食害等の被害状況の調査(環境省、林野庁及

び 4県)) 

・外来植物の生育状況調査 

(白山生態系維持回復事業に係る外来植物調査(環境省)) 

・文化財調査 

(白山ユネスコエコパーク内の遺跡発掘調査、文化財調査(4県)) 

 

【住民主体のモニタリング活動】 

・赤とんぼと共に生きるプロジェクト 

(石川県立大学及び福井県自然保護センターと連携した、小学生による勝山市

内の赤トンボ類の羽化調査と生息調査(勝山エリア)) 

・山中峠ミズバショウ群落のモニタリング 

(岐阜大学、町内会、林野庁、高山市が連携したミズバショウ群落におけるイ

ノシシやニホンジカ等の食害のモニタリングと保全活動(荘川エリア)) 
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2.3 ゾーニングと構成エリア 

 白山ユネスコエコパークは、エリアのほぼ中心に位置する標高2,702mの白山及び

山頂周辺の高山帯や亜高山帯を核心地域、それを取り囲む広大なブナ林を主とする

森林地帯を緩衝地域、さらに周辺域の里山エリアを移行地域としてそれぞれ設定し

ており、総面積は199,329haとなっています。 

 
ゾーニング図 

 

ゾーニング別の面積 

ゾーニング 面積(ha) 

核心地域 22,120 

緩衝地域 45,660 

移行地域 131,549 

総 面 積 199,329   
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(1)核心地域 

【区 域】 

 白山山頂部を中心とする高山帯から亜高山帯にかけてのエリアで、高山植物群落

やブナ、ダケカンバ等の自然林が広く分布し、ツキノワグマ、ニホンカモシカ等の

大型ほ乳類、イヌワシ等の大型猛禽類といった保護を要する動植物が生息していま

す。 

 白山国立公園の特別保護地区・特別地域、白山森林生態系保護地域の保存地区か

ら構成されています。 

 

【保護担保措置及びその管理機関】 

 白山国立公園の特別保護地区・特別地域は、自然公園法に基づいて管理されてお

り、環境省及び富山県、石川県、福井県、岐阜県が管理権限を有しています。 

 また、白山森林生態系保護地域の保存地区は、保護林制度に基づいて管理されて

おり、林野庁が管理権限を有しています。 

 

【管理・運営】 

 核心地域の管理・運営は、国立公園の区域は環境省が、保護林の区域は林野庁が

それぞれ白山ユネスコエコパーク協議会(以下、協議会という。)と連携をしながら

管理・運営を進めています。 

 国立公園では、白山国立公園公園計画書や白山国立公園管理計画書に基づき、厳

正に景観を保護し、優れた風致の維持を図っています。また、自然環境に配慮した

登山道、避難小屋、ビジターセンター等の整備、ボランティアによる自然解説、エ

コツーリズムの推進等により、適正な利用の推進を図ります。 

 保護林では、各森林計画区の地域管理経営計画に基づき、国土の保全、生物多様

性の保全、その他国有林野の有する公益的機能の維持を図っています。 
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(2)緩衝地域 

【区 域】 

 核心地域に準じた優れた自然環境を有する山地帯にかけてのエリアで、ブナ等の

自然林や二次林、湿地といった自然環境のほか、ツキノワグマ、ニホンカモシカ等

の大型ほ乳類、イヌワシ等の大型猛禽類が確認されています。 

 白山国立公園の特別地域、白山森林生態系保護地域の保全利用地区、釈迦ヶ岳林

木遺伝資源保存林、名古屋ドロノキ 13 林木遺伝資源保存林、千丈平ブナ植物群落

保護林の一部、嵐谷天然スギ植物群落保護林、経ヶ岳大型鳥類生息地保護林、これ

らの保護林を接続する白山山系緑の回廊の一部で構成されています。なお、上記が

核心地域に設定する保護林と重複した場合には、核心地域が優先して設定されてい

ます。 

 

【保護担保措置及びその管理機関】 

 白山国立公園の特別地域は、自然公園法に基づいて管理されており、環境省及び

富山県、石川県、福井県、岐阜県が管理権限を有しています。 

 また、森林生態系保護地域の保全利用地区とその他の保護林、緑の回廊は、保護

林制度等に基づいて管理されており、林野庁が管理権限を有しています。 

 

【管理・運営】 

 緩衝地域の管理・運営は、国立公園の区域は環境省が、保護林・緑の回廊の区域

は林野庁が、それぞれ協議会と連携をしながら管理・運営を進めています。 

 国立公園では、白山国立公園公園計画書や白山国立公園管理計画書に基づき、核

心地域の緩衝帯として、良好な風致の維持を図っています。また、自然環境に配慮

した登山道、避難小屋、ビジターセンター等の整備、ボランティアによる自然解説、

エコツーリズムの推進等により、適正な利用の推進を図ります。 

 保護林、緑の回廊では、各森林計画区の地域管理経営計画に基づき、国土の保全、

生物多様性の保全、その他国有林野の有する公益的機能の維持を図っています。 
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(3)移行地域 

【区 域】 

 山地の自然資源を活かし、持続可能な資源利用を伴う暮らしを営んできた山村を

中心としたエリアで、人の往来が稜線によって制約されていることを考慮し、移行

地域の境界は水系を基本に設定されています。 

 白山を源とする 4つの水系、庄川水系、長良川水系の上流部、九頭竜川水系の右

岸部(左岸部は別の山系となるため除いた)、手取川水系の上流部が含まれており、

個々の境界線には稜線や川、過去(市町村合併前)の市町村界、主要道路等が利用さ

れています。 

 

【管理・運営】 

 区域内の地方自治体である 4県 7市村が中心となり、それぞれ協議会と連携をし

ながら管理・運営を進めています。 
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(4)構成エリア 

 白山ユネスコエコパークは、五箇山エリア(富山県南砺市)、白峰エリア、尾口・

中宮エリア(石川県白山市)、和泉エリア、大野エリア(福井県大野市)、勝山エリア

(福井県勝山市)、荘川エリア(岐阜県高山市)、高鷲エリア、白鳥エリア(岐阜県郡

上市)、白川郷エリア(岐阜県白川村)の10エリア(以下、本計画では「環白山地域」

という。)で構成されています。 

 

 
 

構成エリア図  

©UNU-IAS OUIK 
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【白山ユネスコエコパークを構成する 10 エリア】

 

【五箇山エリア】 

 白山の北東側に位置し、南砺市の五箇山地域が

白山ユネスコエコパークのエリアに登録されてい

ます。 

 古くから白山を信仰対象とする修行の場として

開かれ、中世には浄土真宗が広く浸透しました。

伝統的な合掌造りの家とその歴史を秘めた山里の

文化が、今も受け継がれており、1995年には「相

倉」と「菅沼」の合掌造り集落が白川郷とともに

ユネスコの世界文化遺産に登録されています。 

 

 

【白川郷エリア】 

 白山の東側に位置し、白川村全体が白山ユネス

コエコパークのエリアに登録されています。 

 面積の 95%を森林が占め、庄川沿いの平地に集

落があり、冬には積雪が 2ｍに達する豪雪地帯で、

四季折々の美しい景色を堪能できます。 

 白山の北側を縦断する「白山白川郷ホワイトロ

ード」では、白山の雄大な大自然を堪能すること

ができます。 

 

 

【荘川エリア】 

 白山の南東側に位置し、高山市荘川町の全域が

白山ユネスコエコパークのエリアに登録されてい

ます。 

 清流庄川の源流をなす標高 800mから 1,200mの

高原で、高冷地野菜やソバの栽培が行われ、荘川

民謡や村芝居、ひねり踊り等の伝統文化が継承さ

れ、豊かな自然の恵みを活かした清流での川釣り、

自然体験ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

菅沼合掌造り集落 

白川郷合掌造り集落 

荘川桜 
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【高鷲エリア】 

 白山の南側に位置し、郡上市の高鷲地域が白山

ユネスコエコパークのエリアに登録されています。 

 高原特有の冷涼な気候となっており、ひるがの

高原には高層湿原植物群落が広がっています。こ

の高原特有の冷涼な気候を活用して、夏は避暑地、

冬はスキーやスノーボード等のメッカとなってい

ます。また、気候特性を活かした高冷地野菜の栽

培、酪農による乳製品が生産されています。この

地域の農業の発展は、先人たちが厳しい自然環境

に耐えながら農地を開拓してきた努力の成果です。 

 

 

【白鳥エリア】 

 白山の南方に位置し、郡上市白鳥町の北部(旧北

濃村・旧石徹白村)が白山ユネスコエコパークのエ

リアに登録されています。 

 山々や長良川、石徹白川等の清流に恵まれた自

然豊かな里で、中でも中世以降山岳信仰で栄えた

長滝・石徹白地区は、白山信仰と文化に関わる多

くの文化財や伝統芸能が伝えられているほか、白

山登山道の 1つである美濃禅定道の登り口には、

国指定特別天然記念物の「石徹白のスギ」が自生

しています。 

 社寺には多くの絵画や仏像等の文化財が残され

ているとともに、「長滝の延年」、「白鳥の拝殿

踊り」、「石徹白の盆踊り」等の伝統芸能が伝承

され、白山麓に伝わる歴史文化に触れることがで

きます。 

 また、気候特性を活かしたトウモロコシ栽培や

ウィンタースポーツが盛んに行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大日ヶ岳とひるがの高原 

白鳥の拝殿踊り 
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【和泉エリア】 

 白山の南方に位置し、大野市内を流れる九頭竜

川の北部が白山ユネスコエコパークのエリアに登

録されています。 

 東は岐阜県に隣接、四囲山岳を形成し、中央を

九頭竜川が東西に流れています。福井県と岐阜県

を繋ぐ豊かな自然が魅力のエリアで、夏はキャン

プや川遊び、カヌー、冬はスキー等のアウトドア

体験ができます。 

 

 

【大野エリア】 

 白山の南西部に位置し、大野市の阪谷地区、五

箇地区の集落等が白山ユネスコエコパークのエリ

アに登録されています。 

 日本百名山の一つである荒島岳や、白山の支脈

の山々に囲まれており、六呂師高原一帯では酪農

が盛んで、経ヶ岳の山体崩壊時の集塊岩が点在し

独特の風景が広がっています。紅葉の絶景地とし

て名高い刈込池もこのエリアにあり、四季折々の

自然を満喫できます。 

 

 

【勝山エリア】 

 白山の南西に位置し、勝山市の東部が白山ユネ

スコエコパークのエリアに登録されています。 

 白山を取り巻く低山の自然と白山信仰の歴史、

自然と調和した豪雪地帯の文化や産業を見ること

ができます。 

 泰澄大師が白山を開山する際の登拝口として開

かれた平泉寺、豪雪を利用したウィンタースポー

ツ、太古の生態系が刻まれた地層と恐竜をはじめ

とする化石群は、訪れる多くの人を魅了していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

九頭竜湖 

平泉寺白山神社 

刈込池 
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【白峰エリア】 

 白山の北西側に位置し、白山市の白峰地域が白

山ユネスコエコパークのエリアに登録されていま

す。 

 平年の積雪が 2m を超える周囲を山々に囲まれ

た豪雪地帯であり、そのため、雪とともに生きる

独特の生活様式を生み出してきました。山間地の

狭い河岸段丘面上に密集して形成された集落は、

2012 年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選

定されました。 

 また、「雪だるままつり」という、雪を使った

イベントを実施しており、集落一帯に約 2,000個

の雪だるまや雪像が造られ、雪を楽しむ行事とし

て定着しています。 

 

 

【尾口・中宮エリア】 

 白山の北西側に位置し、白山市の尾口・吉野谷・

鳥越地域の一部が白山ユネスコエコパークのエリ

アに登録されています。 

 中宮は、険しい山岳修験を行う修験者の拠点と

なりました。修験者たちは、中宮を拠点に白山山

頂に向かう加賀禅定道に浄土の風景を求め、修行

を行っていました。 

 また、約 300年前から伝わるとされる人形浄瑠

璃「尾口のでくまわし」は、1977年に国の重要無

形民俗文化財に指定され、毎年保存会による定期

公演が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白峰雪だるままつり 

尾口のでくまわし 
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3．管理運営計画の基本事項 
 

3.1 計画の趣旨 

 白山ユネスコエコパーク管理運営計画(以下、本計画という。)は、核心地域及び

緩衝地域の法令等に基づく適正な管理並びに主に移行地域での住民や自治体等が

主体となった管理運営に関して、白山ユネスコエコパーク協議会の総意を持って、

管理運営に関する指針として策定するものです。 

 

3.2 計画の位置づけ 

 本計画は、持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)※4や愛知目標※5の達成を視野に入れな

がら、ユネスコが掲げるＭＡＢ計画に基づくＭＡＢ戦略※62015-2025 とリマ行動計

画※72016-2025等の国際的なワークフレームに同調させていきます。 

 また、管理運営の基本方針として 2015年 10月に策定された、「白山生物圏保存

地域管理・運営基本方針」(白山ユネスコエコパーク協議会)を基礎に、国及び白山

ユネスコエコパークを構成する 4県 7市村や関係団体の総合計画、関連計画等と整

合を図りながら施策を展開していきます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

計画の位置づけ 
 
                                               

※4 持続可能な開発目標(SDGs)：2015年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のため

の 2030アジェンダ」にて記載された 2016年から 2030 年までの国際目標。持続可能な世界を実

現するための 17のゴール・169 のターゲットから構成されている。 

※5 愛知目標：2010 年 10 月の生物多様性条約第 10 回締約国会議(COP10)で採択された「生物多様

性を保全するための戦略計画 2011-2020」の中核をなす国際目標。2020 年までに生物多様性の

損失を食い止めるための効果的かつ緊急の行動を実施するための 20 の個別目標がまとめられ

た。 

※6 MAB 戦略：生物圏保存地域を通じた、世界的な持続可能な開発目標に貢献するための包括的な

がら簡潔な枠組みのこと。 

※7 リマ行動計画：MAB戦略 2015‐2025の効果的実施を目的とした活動を包括的かつ簡潔にまとめ

たもの。なお、MAB戦略及びリマ行動計画は、ユネスコの中期戦略(2014 年～2021 年)やセビリ

ア戦略及び生物圏保存地域世界ネットワーク定款に沿いつつ、マドリッド行動計画(2008 年～

2015年)の後継として策定された。  

白山ユネスコエコパーク 

管理運営計画 

・持続可能な開発目標 

(ＳＤＧｓ) 

・愛知目標 

リマ行動計画 

2016-2025 

MAB 計画 

MAB 戦略 

2015-2025 

国際目標 

国、県、市村、関係団体の総合計画、関連計画 等 関連計画 
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ゴール１：貧困をなくそう 

ゴール２：飢餓をゼロに 

ゴール３：すべての人に健康と福祉を 

ゴール４：質の高い教育をみんなに 

ゴール５：ジェンダー平等を実現しよう 

ゴール６：安全な水とトイレを世界中に 

ゴール７：エネルギーをみんなに そしてクリーンに 

ゴール８：働きがいも経済成長も 

ゴール９：産業と技術革新の基盤をつくろう 

ゴール１０：人や国の不平等をなくそう 

ゴール１１：住み続けられるまちづくりを 

ゴール１２：つくる責任 つかう責任  

ゴール１３：気候変動に具体的な対策を 

ゴール１４：海の豊かさを守ろう 

ゴール１５：陸の豊かさも守ろう 

ゴール１６：平和と公正をすべての人に 

ゴール１７：パートナーシップで目標を達成しよう 

 

 

  

持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ) (17 のゴール) 
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目標１：人々が生物多様性の価値と行動を認識する。 

目標２：生物多様性の価値が国と地方の計画等に統合され、適切な場合には国家

勘定、報告制度に組込まれる。 

目標３：生物多様性に有害な補助金を含む奨励措置が廃止、又は改革され、正の

奨励措置が策定・適用される。 

目標４：すべての関係者が持続可能な生産・消費のための計画を実施する。 

目標５：森林を含む自然生息地の損失が少なくとも半減、可能な場合にはゼロに

近づき、劣化・分断が顕著に減少する。 

目標６：水産資源が持続的に漁獲される。 

目標７：農業・養殖業・林業が持続的に管理される。 

目標８：汚染が有害でない水準まで抑えられる。 

目標９：侵略的外来種が制御され、根絶される。 

目標１０：サンゴ礁等気候変動や海洋酸性化に影響を受ける脆弱な生態系への悪

影響を最小化する。 

目標１１：陸域の 17%、海域の 10%が保護地域等により保全される。 

目標１２：絶滅危惧種の絶滅・減少が防止される。 

目標１３：作物・家畜の遺伝子の多様性が維持され、損失が最小化される。 

目標１４：自然の恵みが提供され、回復・保全される。 

目標１５：劣化した生態系の少なくとも 15%以上の回復を通じ気候変動の緩和と

適応に貢献する。 

目標１６：ABS に関する名古屋議定書が施行、運用される。 

目標１７：締約国が効果的で参加型の国家戦略を策定し、実施する。 

目標１８：伝統的知識が尊重され、主流化される。 

目標１９：生物多様性に関する知識・科学技術が改善される。 

目標２０：戦略計画の効果的実施のための資金資源が現在のレベルから顕著に増

加する。 

 

  

愛知目標(20 の個別目標) 
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4．管理運営の基本構想 
 

4.1 全体テーマ 

 白山では多様な自然環境が育まれているとともに、古くより多くの人々の信仰を

集めてきました。地域住民は白山ユネスコエコパークにおける自然の恵み(生態系

サービス※8)を「白山の恵み」と捉えており、白山に対する感謝の念を抱くととも

に、白山の自然に適応した生活や文化を営んできました。 

 このことから、本計画のテーマは「白山の恵みを継承する地域づくり～ひと・自

然・歴史文化の調和と共生～」とします。「生物多様性の保全」、「学術的研究支

援」、「経済と社会の発展」の 3つの機能が互いにバランスを保ち、効果的に機能

を発揮するために、「核心地域」、「緩衝地域」、「移行地域」の 3つのゾーニン

グの役割や特徴を意識しながら、白山の豊かな自然を守るとともに、地域の持続可

能な発展を図ります。 

 また、テーマの実現に向け、白山という共通のシンボルを有する環白山地域の多

様な関係者の連携を推進し、地域が主体となった白山ユネスコエコパークの運営を

目指します。 

 

テーマ 白山の恵みを継承する地域づくり  
～ひと・自然・歴史文化の調和と共生～  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       
※8 生態系サービス：食料や水の供給、気候の安定等、自然(生物多様性)から得られる恵みのこと。  

学術的研究支援 経済と社会の発展 生物多様性の保全 

3 つの機能を支える連携機能 

白山の麓に暮らす子どもたち 
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4.2 目的と方針 

 本計画は、これまでの白山ユネスコエコパークの登録目的に沿った管理運営の取

り組みを継承し、地域住民等が主体となった持続可能な地域づくりに貢献すること

を目的に必要な方針等を定めるものです。 

 白山ユネスコエコパークの 3 つの機能を維持向上させるための基本方針、また、

複数自治体にまたがる管理運営上の特性をふまえ、3 つの機能を支える連携機能を

独自に位置づけた重点方針で構成されます。 

 

 

管理運営の方針 
持続可能な開発目標 

(SDGs) 
愛知目標 

    

基
本
方
針 

１．白山の恵みを守る 
【生物多様性の保全の機能】 

 

目標１ 

目標５ 

目標９ 

目標１１ 

目標１２ 

目標１５ 

２．白山の恵みを知る 
【学術的研究支援の機能】 

 

目標１ 

目標２ 

目標５ 

目標９ 

目標１９ 

３．白山の恵みを活かす 
【経済と社会の発展の機能】 

 

目標１ 

目標４ 

目標６ 

目標７ 

目標１８ 

    

重
点
方
針 

環白山地域の 

プラットフォームの構築 
【3 つの機能を支える連携機能】 

 
目標１ 

目標２０ 
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4.3 計画期間 

 ユネスコエコパークでは、10年毎にユネスコへの定期報告が求められており、白

山ユネスコエコパークの次回の定期報告は 2025年を予定しています。 

 本計画は、2016 年 3 月の拡張登録をふまえ、10 年毎のユネスコへの定期報告と

連動させ、計画期間を 2019年から 2025年として適宜中間評価や見直しを行ってい

きます。 

 

 

期 間 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027～ 

ユネスコ 

審 査 
登 録         

定 期 

報 告 
  

計 画 
 

 
  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

参 考             

計画期間の管理 

  

・中間評価 

・見直し 

・全体評価 

・見直し 

持続可能な開発目標(SDGs)：2016～2030 年 

管理運営計画：2019～2025 年 

リマ行動計画：2016～2025 年 

愛知目標：2011～2020 年 

MAB 戦略：2015～2025 年 
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4.4 管理運営の方針 

(1)基本方針 1 

白山の恵みを守る 
【生物多様性の保全の機能】 

 

 白山ユネスコエコパークの核心地域と緩衝地域は、環境省の白山国立公園、林野

庁の白山森林生態系保護地域及び白山山系緑の回廊とそれに接続する各種保護林

のいずれかに指定又は設定されており、長期的な保全の対象となっています。 

 また、白山では日本国内の分布の西限又は南限とする高山植物が多くみられ、山

頂部では積雪の多寡や地形の形成に応じた多様な高山植物群落をみることができ

るほか、ブナ、ダケカンバ等の自然林が広く分布し、ツキノワグマ、ニホンカモシ

カ等の大型ほ乳類、イヌワシ等の大型猛禽類といった保護を要する動植物が生息す

る地域であり、多様な自然環境が育まれています。 

 この豊かで多様な自然環境を将来にわたり保全するとともに、人間の営みにより

長く維持されてきた二次的自然※9を守り、自然資源の持続可能な利用を実現するた

めの保全活動を行い、自然環境の素晴らしさ、大切さを理解し、自然を守るために

主体的に行動していく意識の醸成を図ります。 

 

 

管理運営の施策 

①生態系と種の保存の推進 

②生態的リスクへの対応強化 

③開発等への対応と二次的自然環境の保全の推進 

④環境保全意識の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
※9 二次的自然：生産や生活のために定期的、周期的に人間の手が加わり、人手が加えられること

により維持されてきた自然のこと。水田やため池、雑木林、草原等がこれにあたる。  

鷲ヶ岳から望む白山(高鷲エリア) 白山と高山植物 
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(2)基本方針 2 

白山の恵みを知る 
【学術的研究支援の機能】 

 

 白山ユネスコエコパークの自然環境や生息動物、地域の歴史文化等の学術的調

査・研究は、多様な自然環境、生物多様性の保護・管理や地域の社会的発展に大き

く関わることであり、地域の持続可能な発展のためには必要不可欠です。 

 そのため、環白山地域をフィールドに、多様な教育機関・研究機関と連携し、地

域の自然環境や動植物の生息・生育を明らかにするためのモニタリングや歴史文化

調査の充実に努めるとともに、白山信仰をはじめとする地域の歴史文化に関する調

査研究を行い、生態系サービスの評価等を通じて地域の課題解決に役立てます。 

 また、持続可能な開発のための教育(ＥＳＤ)※10 に資する様々な教育活動を推進

し、次世代を担う子どもたちの環境保全意識の向上を図ります。 

 

 

管理運営の施策 

⑤学術的調査研究の推進 

⑥モニタリングの推進 

⑦ＥＳＤの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                       
※10 持続可能な開発のための教育(ＥＳＤ)：地域から世界に至る多様な課題を解決し、持続可能な

社会づくりの担い手を育成する教育・活動のこと。Education for Sustainable Development

の略。  

ESD 活動(池ヶ原湿原のヨシ刈り) 

(勝山エリア) 

中宮展示館(尾口・中宮エリア) 
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(3)基本方針 3 

白山の恵みを活かす 
【経済と社会の発展の機能】 

 

 白山ユネスコエコパークに暮らす人々は、白山の恵みを活かし、それに適応した

生活を営んできました。環白山地域に根づいた伝統的な生業や生活様式、食文化等

の保全・伝承を推進し、地域の将来を担う人材の育成、地域資源を活用したブラン

ディング等の事業展開により、現実的かつ持続可能な経済と社会の発展を目指しま

す。 

 また、近年増加する交流人口に対する適切なインフラの対応や、地域住民や来訪

者に対して安全性の確保を進めるとともに、環境と経済活動のバランスに配慮した

ハード面とソフト面での基盤づくりに努めます。 

 

 

管理運営の施策 

⑧伝統文化の保全と伝承の推進 

⑨地域住民の意識向上と人材育成の充実 

⑩地域資源の活用による経済活動の持続 

⑪交流インフラの充実 

⑫危機管理対策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自然体験活動(大野エリア) 相倉合掌造り集落での暮らし 

(五箇山エリア) 
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(4)重点方針 

環白山地域のプラットフォームの構築 
【3 つの機能を支える連携機能】 

 

 環白山地域の情報共有やロゴマークを活用した普及啓発活動等の共同事業によ

り、白山ユネスコエコパークを通じて環白山地域が連携した事業展開を図ります。 

 さらに、環白山地域だけではなく、日本ユネスコエコパークの登録地の一員とし

て、他のユネスコエコパーク登録地域や関係機関との連携や学び合いを推進すると

ともに、ＳＤＧｓ等の国際目標の達成に貢献します。 

 また、世界文化遺産(南砺市、白川村)や世界農業遺産(郡上市)、日本ジオパーク

(白山市、勝山市)等との連携による包括的な取り組みにより、相補効果や相乗効果

の向上に努めます。 

 

 

管理運営の施策 
①環白山地域の連携 

②国内外のユネスコエコパーク等との連携と国際貢献 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日本ユネスコエコパークネットワーク 

(ＪＢＲＮ)大会 

白山ユネスコエコパーク 

拡張登録の決定 
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4.5 管理運営の体系 

 管理運営の方針を基に、14の管理運営の施策を設定し、各施策を有機的につなげ

ていきます。 

 

管理運営の方針  管理運営の施策 

    

基
本
方
針 

１．白山の恵みを守る 
【生物多様性の保全の機能】 

 ①生態系と種の保存の推進 

 ②生態的リスクへの対応強化 

 
③開発等への対応と二次的自然環境の 

保全の推進 

 ④環境保全意識の向上 

２．白山の恵みを知る 
【学術的研究支援の機能】 

 ⑤学術的調査研究の推進 

 ⑥モニタリングの推進 

 ⑦ＥＳＤの推進 

３．白山の恵みを活かす 
【経済と社会の発展の機能】 

 

 ⑧伝統文化の保全と伝承の推進 

 ⑨地域住民の意識向上と人材育成の充実 

 ⑩地域資源の活用による経済活動の持続 

 
⑪交流インフラの充実 

 
⑫危機管理対策の推進 

    
重
点
方
針 

環白山地域の 

プラットフォームの構築 
【3 つの機能を支える連携機能】 

 ①環白山地域の連携 

 ②国内外のユネスコエコパーク等との 

連携と国際貢献 
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５．管理運営の施策 
 

5.1 基本方針 1 の施策展開 

【基本方針】1．白山の恵みを守る 

管理運営の施策 ①生態系と種の保存の推進 

 

【現 状】 

 白山ユネスコエコパークは、動植物の重要かつ貴重な生息・生育地域であり、

ツキノワグマやイヌワシ、ニホンカモシカのような希少動物や環境省及び 4県のレ

ッドリストに登録されている種を含む多数の高山植物が存在しています。 

 そのため、地域住民や各種団体等による希少動植物の生息・生育調査や保護・保

全のための取り組みが行われています。 

 

【方向性】 

 引き続き、動植物の生息・生育調査を実施し、自然環境の維持、野生生物の保護

等を図ります。 

 また、地域住民への希少種の保護や生態系の保全に係る啓発活動等、地域住民や

各種団体との協働による適切な保全・管理を推進します。 

 

【取 組】 

・動植物の生息・生育調査の実施 

・自然保護や生物多様性保全活動の推進 

・各種団体が催行する環境イベントの情報発信・協力等 

 

 

 
「山中峠のミズバショウ群落」保全活動(荘川エリア)  
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管理運営の施策 ②生態的リスクへの対応強化 

 

【現 状】 

 近年登山者の増加等により、人為によって意図的・非意図的に持ち込まれること

で、その自然分布域を超えて高標高域等に侵入している低地性の植物や海外産の植

物(以下、外来植物という。)が、白山の高標高域にも侵入しており、外来植物の除

去活動や、種子除去マット・ブラシを登山口等へ設置する等の対策が行われていま

す。 

 また、エリア内の川や湖においても、外来魚が人為的に移入され、在来魚を駆逐

するといった事態が懸念されています。 

 さらに、全国的に問題となっているニホンジカの採食について、白山ユネスコエ

コパークのエリア内でも天然記念物が被害を受ける等の影響が確認されている他、

地球温暖化による動植物への影響も懸念されています。 

 

【方向性】 

 引き続き、関係機関や関係団体等と連携した外来植物及び外来魚対策を実施しま

す。 

 また、ニホンジカ等の生息状況や森林植生、農林水産物への被害に関する調査を

実施し、関係機関と情報の共有・交換を行い、エリア全域で連携した対策を図りま

す。 

 さらに、地球温暖化の影響による白山の雪渓調査等を推進し、気候変動へのリス

クに備えます。 

 

【取 組】 

・外来種対策の推進及び普及啓発 

・エリア全域での獣害対策の推進と情報共有及び普及啓発 

・自然保護や生物多様性保全活動の推進 

・気候変動リスクへの対応 

 

 
外来種除去活動(白鳥エリア)  
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管理運営の施策 ③開発等への対応と二次的自然環境の保全の推進 

 

【現 状】 

 国立・国定公園や県立自然公園、保護林等で構成される核心地域及び緩衝地域で

は、高山生態系や風致景観への影響が懸念される各種行為が関係法令により規制さ

れています。 

 一方、移行地域では地域住民によって利用及び維持管理されてきた二次的自然環

境(植林地や二次林、二次草原、水田、ため池等)において、利用機会の減少や担い

手不足等の問題から、管理放棄や荒廃、獣害が見られる場所があり、生物多様性の

低下につながることが懸念されています。 

 

【方向性】 

 国立・国定公園や県立自然公園、保護林等で構成される核心地域及び緩衝地域で

は、引き続き関係法令に基づいた適切な対応を進めます。 

 また、移行地域の植林地や二次林、二次草原等においては、現状把握を進めると

ともに、その影響についての周知を図り、関係機関や関係団体、地域住民等と連携

し、担い手不足等の課題への対策を検討します。 

 

【取 組】 

・関係法令の順守 

・二次的自然環境に関する意見交換会・検討会等の実施 

 

 

 
白山白川郷ホワイトロード(白川郷エリア) 
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管理運営の施策 ④環境保全意識の向上 

 

【現 状】 

 白山はゴミのない山と言われている一方で、登山者の増加や社会の変化に伴い、

植生の踏み荒らしやゴミの増加等の問題が懸念されています。ガイドやボランティ

ア、指導員等の活動を通して、登山者に対する自然保護の意識向上を図るとともに、

高山植物の盗採掘、廃棄物の不法投棄等の未然防止のため、地域の関係者と連携し

たパトロールを行っています。 

 また、各エリアでは、それぞれの特色を生かした自然観察会や自然体験プログラ

ム、学習会等を開催しており、地域住民の環境保全に関する知識を深める取り組み

がなされています。 

 

【方向性】 

 白山の恵みを享受しながら生活している地域住民の生活環境や多様な人々の利

用をふまえ、ルールやマナーの指導、意識啓発を進めます。 

 また、地域住民や次世代の担い手である子どもたちに向けて、環境に対する保全

意識の醸成を図るとともに、白山の自然がもたらす恵みについて理解し、地域が主

体的に取り組む活動を推進します。 

 

【取 組】 

・自然観察会、自然体験プログラム、学習会等の充実 

・地域が主体となった環境保全活動の推進 

・ルールやマナーの周知や徹底 

 

 

 
ブナ林での自然観察会(勝山エリア)  
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5.2 基本方針 2 の施策展開 

【基本方針】2．白山の恵みを知る 

管理運営の施策 ⑤学術的調査研究の推進 

 

【現 状】 

 各エリアでは、自然環境や地域の歴史・文化等に関する調査研究が多様な研究機

関によって行われています。例えば、石川県白山自然保護センターは、白山ユネス

コエコパークエリア内で長期にわたって調査研究等を行っている機関で、生態学、

地球科学、人文科学の各分野で調査を実施し、毎年研究報告書を作成しているほか、

福井県自然保護センターや白山文化博物館等によって様々な調査研究が実施され、

その成果が蓄積されています。 

 今後は、それらのデータを集約し、データベースとして構築することが求められ

ています。 

 

【方向性】 

 引き続き、自然環境や地域の歴史・文化等に関する調査研究を実施し、それらの

情報のデータベース化や生態系サービスの評価を行うことにより、地域課題の解決

や環境教育、エコツーリズム等の実施に役立てます。 

 また、白山ユネスコエコパークの総合政策的な研究を行うため、研究者に対する

研究支援や、大学や研究機関との連携を推進します。 

 

【取 組】 

・各分野における調査研究の実施 

・調査研究結果のデータベース化の推進 

・大学や研究機関との連携の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外来植物の除去効果モニタリング調査  
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管理運営の施策 ⑥モニタリングの推進 

 

【現 状】 

 各エリアでは、生物多様性を適確に保全していくために、自然環境や生活環境、

社会状況等の様々な分野のモニタリングが実施されています。 

 環境省や林野庁では、保全対象の自然環境に関する基礎調査や森林調査、動物調

査といったモニタリングが継続して行われており、4 県においてもレッドデータブ

ック作成のための動植物調査やその他特定課題に関する調査等が行われています。 

 また、地域住民・団体においても希少な動植物の保護を目的としたモニタリング

が実施されていますが、ノウハウが不足している等の課題も抱えています。 

 

【方向性】 

 引き続き、白山の恵みを守るために、関係機関と連携したモニタリング調査を実

施します。また、地域住民と連携したモニタリングを推進します。 

 これらの調査結果の情報共有を図り、総合的に把握し、種の保存や生態的リスク

等の広域的な課題の対策に役立てるとともに、地域住民の意識向上につなげます。 

 

【取 組】 

・各種モニタリング調査の継続 

・モニタリング調査結果の活用推進 

・地域住民と連携したモニタリングの推進 

 

 

 
ニホンジカの生息状況のモニタリング  
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管理運営の施策 ⑦ＥＳＤの推進 

 

【現 状】 

 各エリアでは、ＥＳＤに資する様々な教育活動が行われており、ユネスコスクー

ルと連携した取り組みも行われています。 

 小中学校や大学、民間団体等が連携して、白山ユネスコエコパークをフィールド

とした自然体験学習や郷土学習を実施しており、白山の自然や文化に触れる機会を

創出することで、生態系や生物多様性に関する意識の醸成や地域課題に対する関心

の向上が図られています。 

 

【方向性】 

 引き続き、様々な教育機関や研究機関、関連施設と連携したＥＳＤを進めます。 

 また、ＳＤＧｓの動向をふまえて、自然と人間社会の共生を目指す環境教育や文

化継承活動の充実を図ります。 

 さらに、学校での環境保全意識を育む教育の推進だけでなく、地域住民(大人)も

対象とした学習環境の整備等、地域に根差した体験型のＥＳＤを実践することで、

地域が抱える課題を見つけ、自らの課題として捉えて解決できる人材の育成を推進

し、持続可能な地域の発展につなげます。 

 

【取 組】 

・自然体験学習や地域学習等の推進 

・課題解決型の能力育成 

・大学等のフィールド演習の受入れや支援 

・教育機関、研究機関、関連施設等との連携の推進 

 

 

 
大学と民間団体による地域学習プログラム(白峰エリア)  
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5.3 基本方針 3 の施策展開 

【基本方針】3．白山の恵みを活かす 

管理運営の施策 ⑧伝統文化の保全と伝承の推進 

 

【現 状】 

 世界文化遺産に登録されている「白川郷・五箇山の合掌造り集落」をはじめ、各

エリアでは、白山信仰や伝統工芸、伝統芸能、食文化、生活様式等の独自の伝統文

化が受け継がれてきました。 

 行政を中心に、伝統文化の現状を把握するとともに、地域住民や保存団体等が保

全・伝承活動に取り組んでいますが、少子高齢化や人口流出による担い手不足や後

継者不足、維持管理費用の増加等により存続が危惧されているものもあります。 

 

【方向性】 

 地域の伝統文化は次世代に継承していくべき共有財産であり、地域への愛着や参

加意識を育てる貴重な資源でもあります。それらを支える地域住民のつながりや子

どもたちの価値観の醸成を育み、伝統文化の保全と伝承に向けた取り組みを推進し

ます。 

 また、白山ユネスコエコパークでの交流や関連産業との連携を図り、持続可能な

地域の発展につなげます。 

 

【取 組】 

・伝統文化の保全事業の推進 

・各団体の活動内容の情報発信・共有 

・後継者育成の推進 

 

 

 
白山文化博物館(白鳥エリア)  
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管理運営の施策 ⑨地域住民の意識向上と人材育成の充実 

 

【現 状】 

 各エリアでは、環境教育や伝統文化等をテーマに掲げた住民参加による取り組み

が行われており、豊かな自然と生態系の保全、自然資源を活かした持続可能な地域

の発展を目指しています。 

 しかしながら、白山ユネスコエコパークの登録から 30 余年の歳月が経過してい

るものの、地域住民の認知度は低い状況にあるといえます。また、地域を支える人

口も減少傾向にあります。 

 

【方向性】 

 地域住民に対して白山ユネスコエコパークの普及・啓発を図り、ユネスコエコパ

ークの理念が地域に浸透する取り組みを進めます。そして、先進的な活動を行って

いる地区の活動状況を広く周知することで、白山ユネスコエコパークの地域住民の

意識向上に努めます。 

 また、地域の課題に主体的に取り組み、白山の恵みを享受した持続可能な暮らし

や自然環境及び文化の保全・継承・発展に寄与する人材や、次代を担う若年層の育

成、白山の恵みを伝えるガイドの育成に努めます。 

 

【取 組】 

・白山ユネスコエコパークの普及啓発及び学習会等の推進 

・地域の課題に主体的に取り組む人材の育成 

・白山の恵みを伝えるガイドの育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白山開山 1300 年記念「山の日シンポジウム in 郡上」 
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管理運営の施策 ⑩地域資源の活用による経済活動の持続 

 

【現 状】 

 各エリアでは、山や川、雪、温泉、農業といった白山の自然環境を活かした体験

型イベントやエコツーリズム、アウトドアスポーツ等が行われています。 

 また、世界文化遺産にも登録されている白川郷・五箇山の合掌造り集落等の伝統

的な建造物群や各エリアに伝わる伝統芸能は、地域の伝統を伝えるだけでなく、重

要な観光資源にもなっています。 

 さらに、山菜やキノコ類、堅果類(トチノミ等)、薬草(オウレン等)、高原野菜、

川魚、獣肉といった地域特有の自然資源を利用した農林水産物や加工品等の生産が

行われており、各エリアの特徴を活かした様々な事業が展開されています。例えば、

とち餅や堅豆腐、そば等の特産品の一部は地域ブランドとして確立されているほか、

石川県の白山麓、富山県の五箇山、岐阜県の白川郷では、地元商工会が中心となり

地域の恵みをふんだんに用いた白山百膳を提供する等、地域資源を活用した活性化

を推進しています。 
 

【方向性】 

 4 県 7 市村で構成される広域連携体としての強みを活かし、地元の観光や農林水

産業等に関わる団体と連携を図りながら、地域資源の把握と磨き上げを進め、地域

特有の自然と文化を活かした産業や特産品のブランド化等を推進していくととも

に、近年増加する外国人観光客に配慮したインバウンド事業の展開を目指します。 

 また、地域で培われてきた技術や資源を活かした持続可能な雇用を創出し、特に

若年層の定住化を図ることで、地域の活性化につなげます。 

 さらに、白山の豊かな自然と恵みを後世に引き継ぐため、自然環境や天然資源に

配慮した生産と消費を図り、地域資源の持続可能な活用に努めるとともに、「白山

きりまんじゃろプロジェクト※11」のような環境保全と国際交流に貢献できる事業の

拡充を目指します。 
 
【取 組】 

・地域資源の磨き上げとさらなる活用 

・特産品のブランド化の推進 

・インバウンド事業の推進 

・若年層の定住化の推進 

・地産地消事業の推進 

・自然環境や天然資源に配慮した 

経済活動の推進 
   
                                        
※11 白山きりまんじゃろプロジェクト：コーヒーを飲むだけで気軽にできる環境保全プロジェクト。

コーヒー1杯の代金から、白山とキリマンジャロの環境保全活動にそれぞれ 5円(ご縁)が活用

される。  

白山の郷土食「報恩講料理」 
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管理運営の施策 ⑪交流インフラの充実 

 

【現 状】 

 各エリアへの来訪者は、マイカーでの利用が殆どであるため、駐車場の不足や国

道等の幹線道路や集落内の道路において交通渋滞が発生しており、観光客への影響

のほか、緊急車両の通行障害等により地域住民の生活にも大きな影響を与えていま

す。 

 一方、白山ユネスコエコパークにはユネスコエコパークであることを周知するた

めのサインが少ないために、エリアの範囲や区分が明確でない等の課題があります。 

 

【方向性】 

 効率的な交通体系の充実を目指し、関係機関及び交通事業者と連携した交通イン

フラの整備に向けた取り組みを推進します。 

 また、近年増加するインバウンドをはじめとする交流人口に対して適切な対応を

進めるとともに、エリアの可視化を図り、白山ユネスコエコパークの周知に努めま

す。 

 

【取 組】 

・公共交通機関の利用促進 

・交通環境の向上と情報発信 

・多言語化に対応した情報発信の推進 

・白山ユネスコエコパークのサイン整備の推進 

 

 

 
道の駅「桜の郷荘川」に設置されているサイン(荘川エリア)  



-49- 

管理運営の施策 ⑫危機管理対策の推進 

 

【現 状】 

 活火山である白山の火山防災については、国や石川県、岐阜県、福井県の関係機

関等で構成する白山火山防災協議会において、2015 年 6 月に「白山火山防災計画」

が策定されました。これをふまえ、平常時から実践的な避難訓練等の取り組みが進

められています。 

 また、登山届の提出義務化の広報、安全登山を呼びかけるチラシの配布、国立公

園内の登山道等の整備や緊急速報メール配信サービス等の取り組みが進められて

おり、利用者の安全性の確保に努めています。 

 

【方向性】 

 引き続き、白山が活火山であることを周知するとともに、「白山火山防災計画」

の普及・啓発を図ります。 

 また、白山の災害リスクを正しく理解して危機管理能力を高めるため、避難計画

に基づく訓練を繰り返し実施し、地域住民の防災意識の向上や防災組織のリーダー

の育成に努めます。 

 さらに、地域住民だけでなく、来訪者に対しても様々な災害情報を迅速かつ正確

に伝えるため、携帯電話不感地帯解消の働きかけや防災行政無線、メール配信サー

ビス、ＳＮＳ等のソーシャルメディアの活用を推進します。 

 

【取 組】 

・登山届の提出義務化に対応した取り組みの強化 

・防災に関する情報発信 

・登山道等の整備 

・ＥＳＤの観点を取り入れた防災訓練や防災研修の実施 

・防災意識の向上及び防災組織のリーダーの育成 

 

 
白山火山防災マップ  
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5.4 重点方針の施策展開 

【重点方針】環白山地域のプラットフォームの構築 

管理運営の施策 ①環白山地域の連携 

 

【現 状】 

 環白山地域は、2016 年の拡張登録や白山開山 1300 年を契機に、地域の連携は促

進されているものの、構成エリアが 4県 7市村にまたがるため、地域間の意識や取

り組み内容に違いがあり、環白山地域全体での連携体制の構築が課題となっていま

す。 

 例えば、外来種除去等の活動は各エリアで行われていますが、白山ユネスコエコ

パークの活動として関連づけされておらず、各エリアでの活動のみに留まっていま

す。 

 

【方向性】 

 協議会では、各エリアでの活動内容等の情報を収集し、データベース化を行い、

環白山地域での情報共有を進めます。さらに、ウェブサイトやパンフレット等によ

る情報発信の強化、ロゴマークの統一的な運用による啓発活動を推進します。 

 また、白山ユネスコエコパークのエリア内にある世界文化遺産や世界農業遺産、

日本ジオパーク等の多様な認証制度との連携や、地域の若者による部会の実施によ

り、エリアを超えたネットワークの形成による包括的な取り組みを推進します。 

 

【取 組】 

・エリア内での情報共有及びデータベース化の推進 

・ウェブサイト・パンフレット等による情報発信の強化 

・各種イベントでのロゴマークの活用 

・多様な認証制度との連携 

・若者世代のネットワークの形成 

・白山ユネスコエコパークのサポーター登録制度の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民団体との意見交換会  
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管理運営の施策 ②国内外のユネスコエコパーク等との連携と国際貢献  

 

【現 状】 

 ユネスコエコパークは国際認証のプログラムであり、国内外のユネスコエコパー

クとネットワークを通じて結ばれています。 

 これまで、白山ユネスコエコパーク協議会ではユネスコ活動を通じた交流や持続

可能な開発目標(ＳＤＧｓ)の達成に貢献することを目的に、アジア地域やユーラシ

ア地域での共同事業(文部科学省補助事業)の実施や事業協力のほか、ユネスコエコ

パーク関係者の招へい、ユネスコのＭＡＢユースフォーラムへの派遣、ＪＩＣＡへ

の協力等の様々なネットワーク活動を行ってきました。 

 今後、国内外のユネスコエコパークや関係機関とのさらなる連携や学び合い、相

互交流が期待されます。 

 

【方向性】 

 日本ユネスコエコパークネットワーク(ＪＢＲＮ)とともに、国内外の登録地域等

との連携により、相互交流による学び合いを継続します。また、国内外に対してユ

ネスコエコパークの魅力を発信するとともに、時代を担う人材の育成に努めます。 

 さらに、国際社会が抱える問題に対して国際交流活動を継続して実施することで、

世界のユネスコエコパークネットワークの一員としての役割を果たします。 

 

【取 組】 

・多様なユネスコエコパーク関係者とのネットワークの拡充 

・他のユネスコエコパークと連携した学習会等の開催 

 

 

 
 

国外のユネスコエコパーク関係者の招へい  

©UNU-IAS OUIK 
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６．計画の実施 
 

6.1 白山ユネスコエコパークの管理運営体制 

(1)協議会の体制 

 協議会は、白山ユネスコエコパークの管理運営を担う団体として 2014 年 1 月に

設立し、協議会事務局は 2019 年 3 月 31 日現在、白山市役所内に置かれています。 

 協議会は次の 12 者で構成され、それぞれの代表者が議決権を有する委員を務め

ており、協議内容に関する重要な決定は、民選の市村長等が参画する協議会(総会)

で行っています。 

 

【委 員】 

南砺市、白山市、大野市、勝山市、高山市、郡上市、白川村 

富山県、石川県、福井県、岐阜県 

NPO法人 環白山保護利用管理協会 

 

【幹事会及びワーキンググループ(WG)】 

 協議会での具体的な協議や調整は、会務を円滑に推進するために設置している関

係自治体及び関係団体の担当者が参画する幹事会と、協議会の事業を具体的に推進

するために設置している関係自治体及び関係団体ワーキンググループ、核心地域・

緩衝地域の管理者ワーキンググループを中心に進めており、その他、必要に応じて

利害関係者と適時調整を行っています。 

 

【学術部会】 

 協議会は学術的な助言指導及び支援を受けるために学術部会を設置しており、学

術部会が白山ユネスコエコパーク全体に対する助言組織となっています。学術部会

は学識経験者等から構成され、学術的調査研究に関する事項や協議会の目的を達成

するために必要な事項に対して、専門的助言の提供や参加・協働して事業を推進し

ていきます。学術部会は、学術部会としての議決はできますが、決定権を有してい

ません。 

 

【参 与】 

 議決権を有しない参与として、日本ＭＡＢ計画委員会に所属する学識経験者や白

山信仰に関わる神社(白山比咩神社、平泉寺白山神社、長滝白山神社)、農林水産省・

林野庁・国土交通省・環境省の各地方機関、国連大学サステイナビリティ高等研究

所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)が参画していま

す。 
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白山ユネスコエコパーク協議会の組織図(2019 年 3 月 31 日現在) 

 

  

 

学術部会 
Academic Group 

 
幹事会 

Executive Board 

幹 事 市村の課長(7名)   →代表幹事(1名) 

    県の課長補佐級(4名) 

関係団体の事務局長(1名) 

学識経験者等 

 

核心地域と緩衝地域の 

管理者 

ワーキンググループ 
Core Area and Buffer Zone Managers 

Working Group 

環境省の実務担当者 

林野庁の実務担当者 

県の実務担当者 

 

協議会(総会) 
Council 

委 員 市村長(7名)     →会長(1名)・副会長(2名) 

    県の担当課長(4名)  →監事(2名) 

    関係団体の代表者(1名) 
 

参 与 国の関係省庁、学識経験者等 

 

関係自治体及び 

関係団体 

ワーキンググループ 
Relevant Municipalities and NGOs 

Working Group 

市村の実務担当者 

県の実務担当者 

関係団体の実務担当者 

 

事務局 
Secretariat 

(白山市観光文化部ジオパーク・エコパーク推進室に設置) 

事務局長、事務局次長、事務局員、事務局アドバイザー 
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(2)協議会の役割 

 協議会は、白山ユネスコエコパークの管理・運営を円滑に進めるため、白山ユネ

スコエコパークに関するあらゆる事項について調整を図り、関係自治体や関係団体

が連携し、白山ユネスコエコパークの保全と活用を推進するとともに、持続可能な

発展に資することを目的に、下記に示す事業※を行います。 

 

1)白山ユネスコエコパークの自然環境の保全と適正な利用の促進に関すること。 

2)白山ユネスコエコパークの経済発展に関すること。 

3)白山ユネスコエコパークを活用した環境教育や調査研究に関すること。 

4)白山ユネスコエコパークの情報発信及び普及啓発に関すること。 

5)関係自治体及び関係団体との連絡調整と連携に関すること。 

6)国内外の生物圏保存地域に関係する機関及び団体との連絡調整と連携に関す

ること。 

7)その他、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

※白山ユネスコエコパーク協議会規約より抜粋 
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6.2 計画の推進体制 

(1)管理・運営主体 

 白山ユネスコエコパークの管理運営主体は、地域を構成する人々であり、本計画

は、地域住民、地域団体、事業者、国内外の関係団体等が連携し、参加・協働して

推進します。 

 協議会は、白山ユネスコエコパークを連携の“プラットフォーム”として、環白

山地域における保全、教育や研究、観光や農林業等の経済活動において様々な主体

が連携できるよう調整の役割を果たします。 

 なお、白山ユネスコエコパークの管理に関わる主な利害関係者は、以下の通りで

す。 

 

・地域住民 

・自治会や町内会等の住民団体 

・南砺市、白山市、大野市、勝山市、高山市、郡上市、白川村 

・富山県、石川県、福井県、岐阜県 

・文部科学省、文化庁、農林水産省、林野庁、国土交通省、気象庁、環境省 

・観光協会や観光事業者、交通事業者、商工会議所や商工業者、電力事業者 

・農業組合、森林組合、漁業組合 

・学校、研究機関や高等教育機関 

・(特に白山信仰に関わる)寺社 

・世界文化遺産や重要伝統的建造物群保存地区の保存組織、 

自然や文化の保護・啓発活動・まちづくりに取り組む地域団体 

・地権者 
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(2)住民の参画 

 地域住民は、白山ユネスコエコパーク管理運営計画書の実行や、日常的な管理の

段階において白山ユネスコエコパークに関与しています。また、一部の市村では地

域住民が参加している住民団体を活用して、地域住民と協議する場を設けています。 

 地域住民は、様々なレベルで自然環境や文化の保全、持続可能な地域の発展に資

する活動、教育活動等に参画しており、これらの活動を持続可能に続けていくこと

が期待されます。 

 また、環白山保護利用管理協会は、白山とその周辺地域の自然、景観、歴史、文

化の保全(保護)と、それらを活用した持続可能な地域振興(利用)、そしてその両方

を未来に引き継いでいくこと(管理)を活動の目的としています。そのため、地域住

民・企業・地方自治体・民間団体等の多様な主体が参画連携しながら各種活動を進

めます。 

 

 

 
 

管理・運営の推進体制図  
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6.3 実施状況の評価 

(1)実施主体 

 構成員は、事業が本計画の方針に基づき効果的に実施されているか、目標評価シ

ートに基づいて把握し、学術部会より専門的助言・指導を得ながら毎年度評価を行

います。 

 

(2)事業報告 

 協議会の構成者及び協議会関係団体は、本計画に基づいて実施した取り組みにつ

いて、協議会事務局に報告します。 

 

(3)進行管理 

 本計画の管理運営の施策に基づく取り組みの管理は、推進状況や課題の抽出、改

善方法等、本計画を効果的に推進するために、ＰＤＣＡサイクルにそって毎年度Ｐ

ｌａｎ(計画)→Ｄｏ(実施)→Ｃｈｅｃｋ(評価)→Ａｃｔｉｏｎ(改善)を行います。 

 

(4)評価結果の活用 

 評価結果は適切に保管し、本計画の進行管理や取り組みの改善に効果的に役立て

ます。また、ユネスコへの定期報告、本計画の中間評価、リマ行動計画及び国際目

標(ＳＤＧｓや愛知目標等)の達成の貢献にも使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDCA サイクルの流れ 

  

Ｐｌａｎ

毎年度の目標を設定

Ｄｏ

活動の事業主体、

内容の把握

Ｃｈｅｃｋ

目標に対する

活動内容を評価

Ａｃｔｉｏｎ

今後の方針(改善点)の
設定
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年間スケジュール 
区分 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 

             

             

 

【協議会】 

・4月の幹事会で、年度の事業計画の立案を行います。 

・5月の協議会(総会)で、事業計画の承認を得ます。 

【目標評価シート】 

・11～12月を目途に、年間の活動内容を◎/〇/△/×の 4段階で評価します。 

◎：十分進んでいる    〇：進んでいるが課題がある 

△：あまり進んでいない  ×：全く進んでいない 

・活動の評価を受けて、今後の方針(改善点)及び目標を設定します。 

・学術部会より、今後の方針及び目標について専門的助言や指導を受けます。 

・これらをふまえ、4月の幹事会で確認及び調整を行った上で、5月の協議会(総

会)で今後の方針と目標を報告します。 

 

白山ユネスコエコパーク管理運営計画に関する目標評価シート(一例) 
 

SDGs 管理運営の施策 目 標 事業主体 活動内容 段 階 評 価 今後の方針 

 

①生態系と種の保存の推進       

②生態的リスクへの対応強化       

③開発等への対応と 
二次的自然環境の保全の推進       

④環境保全意識の向上       

 

⑤学術的調査研究の推進       

⑥モニタリングの推進       

⑦ESD の推進       

 

⑧伝統文化の保全と伝承の推進       

⑨地域住民の意識向上と 
人材育成の充実 

      

⑩地域資源の活用による 
経済活動の持続 

      

⑪交流インフラの充実       

⑫危機管理対策の推進       

 

①環白山地域の連携       

②国内外のユネスコエコパーク等 
との連携と国際貢献       

 

調 整 まとめ 報 告 助言・指導 
目標評価シート 
の記入 

(構成員) (WG) (学術部会) (幹事会) (協議会) 

事業計画 
の立案 承 認 

(幹事会) (協議会) 

事業活動 

目
標
評
価 

シ
ー
ト 

協
議
会 


